
 個別の診療報酬の算定項目の分かる
　　　　　　明細書の発行について

医療法人恵友会　杵築中央病院 R5.9.1改定

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進し
ていく観点から、平成22年4月１日より、領収書の発行の際に、
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行する事と
致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方につい
ても、平成22年4月1日より、明細書を無料で発行することと致
しました。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が
記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方
が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己
負担のある方で明細書を発行を希望されない方は、会計窓口にて
その旨お申し出下さい。



医療法人恵友会　杵築中央病院

病院からのお願いについて

～『お薬だけ』の要望は法律で認められておりません～

　杵築中央病院は、地域医療の安全性を守るために、法律で認め
られていない『お薬だけ』という要望への対応は応じかねますので、
ご理解とご了承をお願い申し上げます。

　また患者様のご容態を医師が的確に把握し適正な医療を行なう
ためにも、また患者様のお身体のためにも必ず診察をお受けいた
だきますようにお願いを申し上げます。

　杵築中央病院は、正しく真っ直ぐで透明性の高い医療機関として、
また地域のお役に立つ病院として今後も努力いたしてます。ご理解
とご支援賜りますようにお願いを申し上げます。



医療情報取得加算について

　　　　医療法人恵友会　杵築中央病院 R6.6.1

当院では、国の施策により、医療DXの推進のためオンラ
イン資格確認を導入しております。マイナンバーカードを
利用することにより、医療機関同士の連携による適切な診
療や、薬剤の重複防止・相互作用の確認等を推進すること
で、より安全で質の高い医療を提供できるよう努めてまい
ります。

○診療情報を取得・活用する効果について

薬剤情報を取得することにより、同じ効果の薬剤を重複し
て処方しないよう防止することが可能になります。また、
投薬内容から患者様の病態を適切に把握することができ、
必要に応じて健康診断情報等も確認することによって、適
切な医療に活用いたします。

○問診票への記入について

マイナンバーカードによる保険証利用により、診療情報を
医療機関同士で連携できるよう、情報取得に同意にお願い
させていただいております。

取り組みにつきまして詳細を知りたい方は、受付にお問合せください



● 診療情報の開示請求ができる方
①　原則として患者様本人
②　患者様に法定代理人がある場合は、法廷代理人
③　患者様本人から代理権を与えられた親族
④　患者様が亡くなられている場合は、患者様の法廷相続人

● 開示請求手続きに必要なもの
①　診療情報開示の申請書
②　本人確認に必要な書類
（運転免許証、パスポートなど国が発行するもので写真と生年月日が確認できるもの）

● 開示する診療情報の範囲
①　診療録（カルテ）・看護記録・処方箋・各種検査記録・検査結果報告書
　　X線写真・CT写真など、医師が必要と認めた診療情報とする。
※診療情報は法廷保管年数内のものとする

※別の医療機関の医師からの診療情報提供書等、第三者が作成した記録や情報は含まない。

● 診療情報提供にかかる費用

● その他
①お申込み当日の開示は基本的に出来ません。準備等に数日お時間を
　いただきます。準備が出来しだい、開示日時についてご連絡いたします。
②開示は病院内の指定の場所で行い、職員が立ち会います。
③その他ご不明な点は受付窓口までご相談ください。

医療法人恵友会　杵築中央病院

手数料

白黒　￥20/枚　・　カラー　￥35/枚

CD-R　￥1,100/枚

¥4,400
（※税込価格）

診療情報の開示について

杵築中央病院では、診療情報の開示を希望される方に対し、カル
テの開示を行っております。カルテの開示にあたっては、患者様
の大切な個人情報であるという観点からプライバシーを保護する
為、いくつかの条件を定めております。ご理解いただきますよう
お願いいたします。

※上記書類がない場合は、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳など1点

と公の機関が発行した証明書等の2点が必要です。患者様本人以外の場合は、患者様と

の関係がわかる証明書（保険証、戸籍謄本）等をご持参いただきますよういします。

なお、患者様本人を含めて、開示対象者であるとの確認が出来ない場合や不明確な場

合については、開示できませんのでご了承願います。

閲覧 閲覧のみの場合は費用はかかりません

謄写（複写）
診療録等複写料

放射線画像複写料

令和5年4月1日改定
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年間有給休暇取得　7日以上を目指

院内保育、病児保育の利用の斡旋

育休明け仕事復帰をスムーズに行えるよう

有給休暇取得日数の把握

育児・介護のための

育休制度の充実

有休休暇取得向上

育児、介護のため時短勤務

産休・育休制度利用を促す

項目 対応方針 具体的な取り組み

1

1.看護職員の負担軽減具体的内容

外来、入院リハビリのリハビリ室の

病棟クラークの配置

業務分担
看護補助者の配置

項目

2.医療従事者の勤務負担軽減具体的内容

令和8年度　看護師・医療従事者負担軽減計画

排泄介助、食事介助、入浴介助等、医療行為

入退院等事務書類作成補助

夜間帯（準夜、深夜）看護師4名体制

育休明け仕事復帰をスムーズに行えるよう

夜勤職員の増員を図り、夜間帯看護

産休・育休制度利用を促す

対応方針 具体的な取り組み

外来、入院リハビリのリハビリ室の送迎は、

書類作成補助

夜勤職員の充実

育休制度の充実

育児・介護のための勤務環 制度の活用や院内保育、病児保育利 制度の活用や院内保育、病児保育利用の利用

具体的な取り組み

勤務計画上、連続当直を行 勤務予定での確認を行うとともに勤 外部医師の招へいにより、連続当直が発生し

当直翌日の業務に対する配 当直翌日には業務負担が多くかから

項目 対応方針

令和8年度　医師負担軽減計画

初診時の予診の実施

静脈採血等の実施

入院説明の実施

検査手順の説明実施

項目

同意書を求める検査については医師

薬剤師による服薬指導を実施する。

検査の説明について効率化を図っていく

持参薬や常用薬について把握に努める。

対応方針 具体的な取り組み

実施状況について検討を行い、必要に応じて

実施状況について検討を行い、必要に応じて

実施状況について検討を行い、必要に応じて

医療法人恵友会　杵築中央病院

R8.4.1改定

1.役割分担の具体的内容

前日の就業時刻と翌日の始

業時間の間の一定時間の休
2

外部の医師との調整を行い今後も時

間確保に努める。

外部当直医師との調整を行い、当直業務の縮

減を図る。

調剤業務の軽減 システムの導入 調剤自動監査システムの導入により

看護師が問診票の記入を実施し、医

看護師・臨床検査技師等により静脈

オリエンテーションについては外来

当直翌日には業務負担が多くかからない様、

2.医師の勤務負担軽減

服薬指導



一般名処方について

医療法人恵友会　杵築中央病院 R5.4.1

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品
の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続
いています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬
品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般
名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）を
行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の
供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品
が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院
職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記
載することです。そうすることで供給不足のお薬であって
も有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要な
お薬が提供しやすくなります。



 
 

 
当施設では、信頼されるサービスの構築を目指し、日々努力を重ねております。 
「患者様の個人情報」につきましても適切に保護し、管理していくことが非常に重要で 
あると考えております。そのため個人情報に関する法律に基づき、個人情報の利用目的を 
以下のとおり定めております。                

1.当施設が取扱う個人情報の利用目的（18条 1項関係）は次のとおりです。 

【医療機関内での利用に係る事項】 

○当医療機関が患者様等に提供する医療サービス 
○医療保険事務 
○患者様に係る医療機関等の管理運営業務のうち、以下の事項 
 1）会計・経理 
 2）医療事故等の報告 
 3）当該患者様の医療サービスの向上 
 4）入退院等の病棟管理 
 5）その他、当院の管理運営業務に関する利用 
 

【医療機関外への情報提供を伴う事項】 
 
○患者様等に提供する医療サービスのうち、次の事項 
 1）他病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーションや 

   介護サービス事業所等との連携、照会への回答 

 2）患者様の診察等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 3）検体検査業務委託、その他の業務委託 

 4）家族等への病状説明 

 5）その他、患者様への医療提供に関する利用 
 
○医療保険事務のうち、次の事項 

1）当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託 
 2）審査支払機関へのレセプトの提出 

 3）審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

 4）公費負担医療に関する行政機関等へのレセプト提出、照会への回答 

 5）その他、医療・介護・労災保険及び公費負担医療に関する診療費請求のための利用 
 

○事業主等からの委託を受けて健康診断を行った場合における、事業主等への結果の通知 
 
○医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出 

 

【上記以外の利用目的】 
 1）医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 2）医療機関内において行われる医療実習への協力 

 3）医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究 

1） 外部監査機関への情報提供 

 

1.上記のうち、他の医療機関等への情報提供につきましては、同意しがたい事項がある場合は、 

その旨を担当窓口までお申し出ください。 

2.お申し出がないものにつきましては、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。 

3.これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等することができます。 

R5.4.1 改定 

個人情報保護法に関するご案内 



● 診療情報の開示請求ができる方

①　原則として患者様本人

②　患者様に法定代理人がある場合は、法廷代理人

③　患者様本人から代理権を与えられた親族

④　患者様が亡くなられている場合は、患者様の法廷相続人

● 開示請求手続きに必要なもの

①　診療情報開示の申請書

②　本人確認に必要な書類

（運転免許証、パスポートなど国が発行するもので写真と生年月日が確認できるもの）

● 開示する診療情報の範囲

①　診療録（カルテ）・看護記録・処方箋・各種検査記録・検査結果報告書

　　X線写真・CT写真など、医師が必要と認めた診療情報とする。

※診療情報は法廷保管年数内のものとする

※別の医療機関の医師からの診療情報提供書等、第三者が作成した記録や情報は含まない。

● 診療情報提供にかかる費用

● その他

①　お申込み当日の開示は基本的に出来ません。準備等に数日お時間をいただきます。

　　準備が出来しだい、開示日時についてご連絡いたします。

②　開示は病院内の指定の場所で行い、職員が立ち会います。

③　その他ご不明な点は受付窓口までご相談ください。

診療情報の開示について

杵築中央病院では、診療情報の開示を希望される方に対し、カルテの開

示を行っております。カルテの開示にあたっては、患者様の大切な個人

情報であるという観点からプライバシーを保護する為、いくつかの条件

を定めております。ご理解いただきますようお願いいたします。

※上記書類がない場合は、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳など

   1点と公の機関が発行した証明書等の2点が必要です。患者様本人以外の場合は、

   患者様との関係がわかる証明書（保険証、戸籍謄本）等をご持参いただきますよう

   お願いします。なお、患者様本人を含めて、開示対象者であるとの確認が出来ない

   場合や不明確な場合については、開示できませんのでご了承願います。

閲覧 閲覧のみの場合は費用はかかりません

謄写（複写）
診療録等複写料

放射線画像複写料

杵築中央病院

手数料

白黒　￥20/枚　・　カラー　￥35/枚

CD-R　￥1,100/枚

¥4,400

（※税込価格）

令和5年4月1日改定
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年間有給休暇取得　7日以上を目指

院内保育、病児保育の利用の斡旋

育休明け仕事復帰をスムーズに行えるよう

有給休暇取得日数の把握

育児・介護のための

育休制度の充実

有休休暇取得向上

育児、介護のため時短勤務

産休・育休制度利用を促す

項目 対応方針 具体的な取り組み

1

1.看護職員の負担軽減具体的内容

外来、入院リハビリのリハビリ室の

病棟クラークの配置

業務分担
看護補助者の配置

項目

2.医療従事者の勤務負担軽減具体的内容

令和8年度　看護師・医療従事者負担軽減計画

排泄介助、食事介助、入浴介助等、医療行為

入退院等事務書類作成補助

夜間帯（準夜、深夜）看護師4名体制

育休明け仕事復帰をスムーズに行えるよう

夜勤職員の増員を図り、夜間帯看護

産休・育休制度利用を促す

対応方針 具体的な取り組み

外来、入院リハビリのリハビリ室の送迎は、

書類作成補助

夜勤職員の充実

育休制度の充実

育児・介護のための勤務環 制度の活用や院内保育、病児保育利 制度の活用や院内保育、病児保育利用の利用

具体的な取り組み

勤務計画上、連続当直を行 勤務予定での確認を行うとともに勤 外部医師の招へいにより、連続当直が発生し

当直翌日の業務に対する配 当直翌日には業務負担が多くかから

項目 対応方針

令和8年度　医師負担軽減計画

初診時の予診の実施

静脈採血等の実施

入院説明の実施

検査手順の説明実施

項目

同意書を求める検査については医師

薬剤師による服薬指導を実施する。

検査の説明について効率化を図っていく

持参薬や常用薬について把握に努める。

対応方針 具体的な取り組み

実施状況について検討を行い、必要に応じて

実施状況について検討を行い、必要に応じて

実施状況について検討を行い、必要に応じて

医療法人恵友会　杵築中央病院

R8.4.1改定

1.役割分担の具体的内容

前日の就業時刻と翌日の始

業時間の間の一定時間の休
2

外部の医師との調整を行い今後も時

間確保に努める。

外部当直医師との調整を行い、当直業務の縮

減を図る。

調剤業務の軽減 システムの導入 調剤自動監査システムの導入により

看護師が問診票の記入を実施し、医

看護師・臨床検査技師等により静脈

オリエンテーションについては外来

当直翌日には業務負担が多くかからない様、

2.医師の勤務負担軽減

服薬指導
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総合相談窓口のごあんない

相談内容は秘密を厳守します。ご安心ください。

担当者が窓口で対応する時間は、月曜日から金曜日の
午前9時から午後5時となっております。

患者様・ご家族の皆様が、入院や外来での不安、
不満、不明な点等があり、相談にのってほしいと
いう事柄がありましたら、『患者相談窓口』でお
話をお伺いいたします。

患者相談窓口の場所は、受付窓口に併設しております。

 窓口では、相談の内容に応じ、各担当者が対応いたします。

 当院は、相談をされた患者様が不利益を受けることが
ないよう、充分な配慮を行います。

担当者は、相談内容等の情報については、関係者以外
の者に漏らすことはございません。

患者様からの相談内容については、迅速な対応をし、皆様から
のご意見等を当院の医療安全対策、運営改善に生かしていきま
す。



● 当院では以下の項目について、使用量、利用回数に応じた実費のご負担をお願いしています。

・おむつ、介護シートなど

・入院諸室の部屋代

病床数

4床

2床

● 当院の主な文書料一覧

● 食事について

ご家族の付き添いをされる方で、付き添い食を希望される方、外来にて食事を希望される方は

下記の料金にてご準備致します。

病衣（１日につき） イヤホン60円 220円

550円 550円

項目 区分

１通につき

金額

警察提出用

保険金請求用

死亡診断書料

生命保険関係診断書

年金用診断書

障害認定用診断書

特定疾患診断書 5,500円

330円

5,500円

5,500円

5,500円

5,500円

2,200円

4,400円

5,500円

1,100円

１通につき

１通につき

１通につき

１通につき

１通につき

１通につき

１通につき
証明書

１通につき

交通事故

その他の診断書

通院証明書

簡易なもの

その他のもの

診断書

司法関係提出用診断書

おむつ（テープ止め）L／LL 130円35円

１通につき

簡易なもの

その他のもの

診療報酬明細書 1か月分

3,000円

1,000円

保険外負担に関する事項

フラットレギュラー 35円

現行の品目

品　　目 単　価 品　　目

おむつ（テープ止め）S／M 120円

単　価

リハビリパンツ　S／M 110円

介護用シート 110円 リハビリパンツ　L／LL 120円

一晩中安心さらさらパットスーパー 40円

外モレ安心さらさらパット

・病衣、テレビ・冷蔵庫など

主な設備/備品

浴室・トイレ・洗面台・クローゼット

個室 洗面台

区分

特別室

料金（1日）

2,200円

1,100円～5,500円

医療法人恵友会　杵築中央病院
R8.4.1改定

死後処置料 1件 8,500円

医療費証明書

１通につき

１通につき

朝食 昼食 夕食

550円

※その他の文書料については病院職員にお尋ねください

その他

テレビ・冷蔵庫（1日につき） 330円 テッシュ 85円

550円

5,500円～11,000円

受診状況等証明書 2,200円

１通につき

１通につき



入退院支援について

　当院では、入院された患者様が住み慣れた地域で療養をし

安心して日々を送れるように入退院支援を行っております。

入院早期より、退院後の療養環境整備、福祉制度の利用

介護サービスの利用について相談・説明の支援を行います。

また、他病院との連携支援や入退院支援等も行っております。

　令和7年4月1日改定

医療法人恵友会　杵築中央病院

　　　　　担当者は

医療介護連携部　 社会福祉士　国松　智子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。



症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、
一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。

長期処方･リフィル処方せんについて
当院からのお知らせ

i. 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。（最大３回まで）
ii. 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤（一部を除く）は、リフィル処方ができません。
iii. 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をするこ
とがあります。

iv. 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を
確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況
とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。

v. 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に
受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。

リフィル処方せんとは？

調剤(２回目) 調剤(３回目)

原則４日以内

調剤(１回目)
診察・

リフィル処方せん発行

同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください

リフィル処方せんの留意点

※ なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が
対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。

当院では患者さんの状態に応じ、

・ 28日以上の長期の処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
のいずれの対応も可能です。



　的な対応と教育を行います。

医療法人恵友会　杵築中央病院

院内感染防止対策に関する取組事項

　　　当院では、医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した
　　感染症が拡大しないよう可及的速やかに制圧、終息を図ることを目的として、
　　院内感染対策委員会を中心に全職員が安全・安心な医療を提供できるよう努め
　　ています。

　　院内感染対策は、医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生

　理解と協力をお願いします。

　　院内において感染症患者が発生した場合、臨時の院内感染対策委員会を招集し
　院内感染拡大を防止するため、感染症の発生状況を全職員に速やかに周知します。
　また、届出義務のある感染症に関しては速やかに行政機関へ報告します。

　　医療従事者一人一人が感染対策を実践しなければ、院内感染対策を徹底するこ
　とはできない。患者様および医療従事者の感染リスクを最小限にする為、院内感
　染管理の基本的考え方および具体的方策について、全職員に対して研修を年２回
　程度開催するほか、必要に応じて随時開催します。

　　院内感染防止対策の推進のため「院内感染対策マニュアル」を作成し、病院職
　員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直し、改訂を行います。 

　6． その他院内感染対策の推進のために必要な事項

　に関する事項を検討します。

　　感染症の流行が見られる場合には、ポスター等の掲示物で広く院内に情報提供
　を行います。あわせて、感染防止の意義及び手洗い・マスクの着用などについて、

　１． 院内感染対策に関する基本的な考え方

　2． 院内感染対策委員会の設置

　3． 院内感染対策に関する職員研修の実施

　4． 院内感染発生の報告

　5． 患者様への情報提供

　した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることを目的とし
　医療の安全対策、および患者サービスの質を保つために全ての職員に対して組織

　　院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握して改善策を講じるために、院
　内の組織横断的な院内感染対策委員会を設置し、月１回会議を行い院内感染対策
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　 医療事故の原因追及するため、発生状況を全職員に速やかに周知します。

　 また、重大な医療事故に関しては速やかに行政機関へ報告します。

 　への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直し、改訂を行います。 

●　医療安全等相談時間

　6.　医療安全相談窓口について

　 　医療安全に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談及び支援につきましては

 　医療安全管理者等が対応いたします。御用の際は、受付にお声かけください。

　　月曜日～金曜日　9：00　～　17：00　※祝日除く

 　相談内容等の情報については、絶対に口外いたしません。

令和1年9月改定

　4． 医療事故発生の報告

　　院内において医療事故が発生した場合、臨時の医療安全委員会を招集し

　5． その他医療安全の推進のために必要な事項

　　医療安全の推進のため「医療安全管理体制マニュアル」を作成し、病院職員

医療安全管理体制に関する取組事項

　　 当院では、医療事故の発生を未然に防止するとともに、ひとたび発生した

　　医療事故の原因を追究し、適正に分析し対策を講じて再発を防止することを

　　目的として、医療安全部門を中心に全職員が安全・安心な医療を提供できる

　　よう努めています。

　    医療事故のリスクを最小限にする為、医療安全管理の基本的な
 　考え方および具体的方策について、全職員に対して研修を年２回
　 以上開催するほか、必要に応じて随時開催します。

　　医療安全に関する院内全体の問題点を把握して改善策を講じるために、院

　１． 医療安全管理体制に関する基本的な考え方

 　医療安全対策、および患者様サービスの質を保つために全ての職員に対して

　 組織的な対応と教育を行います。

 　内の組織横断的な医療安全対策委員会を設置し、月１回会議を行い医療安全
 　に関する事項を検討します。

　3． 医療安全に関する職員研修の実施

　2． 医療安全委員会の設置

　　医療事故の発生を未然に防止するとともに、ひとたび発生した医療事故の原因

 　を追究し、適正に分析し対策を講じて再発防止することを目的として
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慢性維持透析を実施している患者様の
下肢末梢動脈疾患に対する取り組みについて

当院では、慢性維持透析を行っている患者様に対しま
して、下肢末梢動脈疾患に関する検査を行っておりま
す。

検査の結果、専門的な治療が必要と判断した場合、そ
の旨をご説明し、同意をいただいた上で、連携医療機
関へ紹介させていただいております。

　連携医療機関：
　　　独立行政法人国立病院機構
　　　別府医療センター



保険調剤薬局の薬剤師は「院外処方せん」の内容をチェックして調剤

するとともにお薬の説明を行い、お薬に関する記録（薬歴）を作成し

ます。「かかりつけ薬局」を持っていただくことで、お薬の重なりは

ないか、飲み合わせに問題はないかなど、安心して気軽に相談できます

医療法人恵友会　杵築中央病院
R5.8.1

院外処方せんの発行のご案内

■

診療の終了後に「院外処方せん」をお渡ししますので、会計終了後に

ので、より一層安全なお薬を使用していただけます。

診療所にかかられても、お薬に関する情報がすべて集められますので

安心です。

■

患者様がご希望される院外の保険調剤薬局にご持参ください。

「院外処方せん」はどの保険調剤薬局でも受け付けて貰えます。■

■ 「かかりつけ保険調剤薬局」を決めておかれますと、どこの病院や
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入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ）

「入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行ってお
り、管理栄養士によって管理された食事を
適時・適温で提供しています。」

　【提供時間】

　　　朝食　　8：00
 
               昼食　 12：00
　
                      夕食　 18：00



いつでも簡単に測定できる
新しい血糖測定器

製品名 価格（税抜）

FreeStyleリブレ2センサー 7,500円

FreeStyleリブレ2Reader 8,500円

当院は保険外併用療養費に関して厚生労働省に届出を行っております。
購入ご希望の方はスタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
なお、インスリン治療中の患者さんは保険が適用されます。

食事・運動・お薬の
効果や影響の確認

特長

測定時の
痛み・手間を軽減

1
特長

2
特長

3

低血糖・高血糖
お知らせ機能

測定方法

服の上から
かざすだけ

スマホを
6m以内に持つだけ

令和7年7月1日より



                                                杵築中央病院

          2026年1月1日
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当院におけるかかりつけ医機能について

当院は、発生頻度の高い疾患についての診療を行い、日常的な診療において、患者様の生活背景を把握し、適切な診

療･保健指導を行い、必要な場合には、地域の医師･医療機関と協力して解決策を提供します。この他、患者さんが適

切な医療機関の選択ができるように、当院の有する「かかりつけ医機能」に関する体制を以下のように報告します。

1.かかりつけ医機能に関する研修の修了者および総合診療専門医について

研修の修了者の有無/人数 無 有 有の場合 ⇒ 名

総合診療専門医の有無/人数 無 有 有の場合 ⇒ 名

2.一次診療の対応について

(1)一次診療の対応ができる領域

該当無し

皮膚･形成外科領域 神経･脳血管領域 精神科･神経科領域

眼領域 耳鼻咽喉領域 呼吸器領域

消化器系領域 肝･胆道･膵臓領域 循環器系領域

腎･泌尿器系領域 産科領域 婦人科領域

乳腺領域 内分泌･代謝･栄養領域 血液･免疫系領域

筋･骨格系及び外傷領域 小児領域

(2)一次診療を行うことができる発生頻度が高い疾患

該当無し

貧血 糖尿病 脂質異常症 統合失調症

うつ（気分障害、躁うつ病） 不安、ストレス（神経症） 睡眠障害 認知症

頭痛（片頭痛） 脳梗塞 末梢神経障害 結膜炎、角膜炎、涙腺炎

白内障 緑内障 近視･遠視･老眼
（屈折及び調節の異常）

中耳炎･外耳炎

難聴 高血圧 狭心症 不整脈

心不全 喘息･COPD かぜ、感冒 アレルギー性鼻炎

下痢、胃腸炎 便秘
慢性肝炎（肝硬変、
ウイルス性肝炎）

皮膚の疾患

関節症（関節リウマチ、
脱臼）

骨粗しょう症 腰痛症 頸腕症候群

外傷 骨折 前立腺肥大症 慢性腎臓病

更年期障害 乳房の疾患 正常妊娠･産じょくの管理 がん

その他の疾患（

3.医療に関する患者からの相談への対応について 可 不可

）



身体的拘束を原則として行わないための

当院の方針と取り組み 

 

🌿 身体的拘束をなくすための具体的な取組 

◆ 多職種によるチーム医療の徹底 

医師、看護師、薬剤師、リハビリ専門職、管理栄養士などが連携し、患者様が動いてしまう原因（不安、痛み、

不快感など）を評価・解決します。 

◆ 環境調整と見守りの強化 

ベッドの高さ調節、見守りセンサーの活用、お声がけの頻度を増やすなど、安全に動ける環境づくりを進めています。 

◆ 全職員への継続的な教育・研修 

身体的拘束がもたらす弊害を深く理解し、尊厳を守るケアを実践できるよう、定期的な院内研修や勉強会を開催し、意
識の向上を図っています。 

🌿 身体的拘束 実施率の推移 

当院では取り組みの成果を客観的に評価するため、定期的に実施率を測定し公開しています。 
 

期間（３か月） A 入院料算定日数 B 身体的拘束実施日数 
実施率 

（B）÷（A） 

令和 8 年 2 月～4 月 5,366日 159日 2.97％ 

    

    

※実施率 ＝（身体的拘束を受けた延べ患者数 ÷ 延べ入院患者数）× 100 

※どうしても安全が確保できない緊急やむを得ない場合を除きます。 

 

私たちは、これからも患者さまお一人おひとりに寄り添い、

笑顔と安心をお届けできるよう、全職員一丸となって取り組んでまいります。 

 

医療法人恵友会 杵築中央病院 身体的拘束最小化委員会 

【 当院の基本方針 】 

当院では、患者さまお一人おひとりの尊厳を大切にし、

安心・安全で穏やかな療養環境を提供するため、 

原則として身体的拘束を行わない方針です。やむを得ず必要

となる場合でも、最小限・最短時間での実施を徹底します。 



患者の皆様へ 
 

 当院は、「個人情報の保護に関する法律」及び同法に基づく「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」に基づ

き、「ゆけむり医療ネット」地域医療連携システムでの患者の皆様方の個人

情報に関する包括同意の取扱いについて以下のとおりといたしますので、ご

同意願います。 
 

「ゆけむり医療ネット」地域医療連携システムでの包括同意の対象となる利用目的 

 

① 医療の提供に必要な利用目的 

当院では「ゆけむり医療ネット」地域医療連携システムを利用し患者の皆様のプライバシー保護を厳重に

図りながら診療情報の一部を参加施設間と結ぶ閉鎖的なネットワークで共有し、診療・検査などから得ら

れた多くのデータを元に治療法や予防対策を検討し、わかりやすく説明を行うことや当院より高度医療機

関や回復期（リハビリ）医療機関等へ転院した場合の診療情報の照会など、質の高い安全な診療及び高度

で先進的な医療の提供を可能にすることを目的としています。 

 

② 医療の提供に必要な他の事業者や本人以外への情報提供 

「ゆけむり医療ネット」地域医療連携システムを利用し、他の医療機関等、薬局、訪問看護ステーション、

介護サービス事業者社会福祉施設等との円滑な連携のために情報を提供させていただきます。 

医療機関等から医療の提供のために照会があった場合は回答をさせていただきます。 

また、共有している実績のある保険医療機関は下記の通りです。 

 

人の生命、身体の保護のために必要がある場合であって、下記のように本人の同意を得ることが困難な場合 

は包括同意とさせていただきます。 

・意識不明で身元不明の場合について、関係機関への照会、家族又は関係者等からの安否確認に対して必要

な情報提供を行う必要性があるとき 

・意識不明の場合の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する必要性があるとき 

・大規模災害等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの問い合わせに迅速に対応 

するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理である場合 

 

患者の皆様に安全で質の高い医療及び高度で先進的な医療を提供する上で、外部の医師等の意見・助言が必

要な場合には情報を提供させていただきます。 

また、お申し出のない場合は、当院の掲げる利用目的について患者の皆様から同意が得られたものといたし

ます。 

なお、上記に掲げる利用目的についての同意及び留保は、患者の皆様へのよりよい医療等を提供する上で、

支障のない合理的な範囲で、お申し出によりいつでも変更することが可能です。 
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２．入院ベースアップ評価料９０の届出

ベースアップ評価料について

　　　　医療法人恵友会　杵築中央病院 R8.6.1

令和6年6月より看護職員等の現場で働く職員の賃上げを
実施するため、ベースアップ評価料の算定を行い、その
一部を患者様にご負担いただいております。
本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当する
ことにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して職務
に従事する事を目的としております。

当院では、令和8年６月現在以下の届出を
九州厚生局へ行っています。

１．外来・在宅ベースアップ評価料１の届出



● 医療保険適用病床における看護配置は下記のとおりです。

　1日18人以上の看護師、7名以上の看護補助者が勤務しています

【看護師1名が受け持つ患者様人数】

     8：00 ～ 17：00まで患者様6名以下に対し看護職員1名

　16：30 ～ 24：30まで患者様14名以下に対し看護職員1名

　24：00 ～   9：00まで患者様14名以下に対し看護職員1名

【看護補助者は以下の通りとおり勤務しています】

     8：00 ～ 17：00：5名

　16：30 ～ 24：30：1名

　24：00 ～   9：00：1名

● 保険外負担に関する事項

その利用日数、使用量、利用回数に応じた実費のご負担をお願いしております。

● 入院期間が180日を超える入院

　入院医療の必要性が低い患者様の事情により180日を超えて入院する患者様については、

180日を超えた日以後の入院料及びその療養に伴うお世話その他の看護に係る料金として下記

の金額を徴収いたします。

【一般病棟】　2,598円　　（特定入院基本料の場合　1,161円）

● 当院は、九州厚生局長へ下記の届出をおこなっております。

急性期一般入院料 運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）

看護職員処遇改善評価料 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）

看護補助体制充実加算 人工腎臓

身体拘束最小化推進体制加算 導入期加算１

感染対策向上加算3 透析液水質確保加算

医療安全対策加算2 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　

医療機器安全管理料 がん性疼痛緩和指導管理料

地域包括ケア入院医療管理料2（16床） がん治療連携指導料

看護補助配置加算（地域包括ケア病床） 検体検査管理加算（Ⅱ）

看護職員配置加算（地域包括ケア病床） 輸血管理料 II

医師事務作業補助体制加算2（50対1） 輸血適正使用加算

入退院支援加算 ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

認知症ケア加算３ 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

せん妄ハイリスク患者ケア加算

療養環境加算 在宅時医学総合管理料及び施設入院時医学総合管理料

入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ） 救急医療管理加算

情報通信機器を用いた診療に係る基準 救急外来医学管理料３

電子的診療情報連携体制整備加算２ 院内トリアージ実施体制加算

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 診療録管理体制加算２

医科点数表2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 データ提出加算2

胃瘻造設時嚥下機能評価加算

胃瘻造設術（腹腔鏡下胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む）

R8.6.1改定

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

急性期看護補助体制加算（25対1・看護補助者５割以上）

医療法人恵友会　杵築中央病院

厚生労働大臣が定める掲示事項
　当院は、以下の事項について健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定
　に基づき、九州厚生局に届出を行って診療をしている保険医療機関です。

当院では個室使用料、テレビ・冷蔵庫、病衣、おむつ、介護シート、証明書、診断書などにつきまして、
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